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該
当
サ
ー
ビ
ス

項
目

質
　
問
　
事
　
項

回
　
　
　
　
　
答

1
全

サ
ー

ビ
ス

申
請

期
間

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
始

め
た

い
の

で
す

が
、

指
定

を
受

け
る

ま
で

に
は

ど
れ

く
ら

い
の

時

間
が

か
か

り
ま

す
で

し
ょ

う
か

。

申
請

書
類

は
、

事
前

に
図

面
相

談
を

行
っ

た
う

え
で

、
県

H
P

に
掲

載
の

必
要

書
類

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
に

よ
り

、
申

請
者

の
責

任
の

下
、

不
足

書
類

が
な

い
か

チ
ェ

ッ
ク

の
う

え
、

郵
送

で
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

書
類

が
不

足
し

、
基

準
充

足
の

審
査

が
で

き
な

い
場

合
、

申
請

書
を

返
却

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

た
だ

し
、

就
労

継
続

支
援

A
 型

事
業

所
に

つ
い

て
は

事
業

収
入

に
よ

っ
て

利
用

者
に

対
し

て
賃

金
を

支
払

う
必

要
が

あ
り

ま
す

。
そ

の
た

め
適

切
に

事
業

が
行

え
る

か
（

賃
金

を
ま

か
な

う
だ

け
の

事
業

収
入

が
見

込
ま

れ
る

の
か

）
の

確
認

を

終
え

て
か

ら
の

申
請

書
提

出
と

な
り

ま
す

の
で

、
さ

ら
に

多
く

の
時

間
を

要
す

る
こ

と
と

な
り

ま
す

。

つ
き

ま
し

て
は

、
時

間
に

余
裕

を
も

っ
て

申
請

を
す

る
よ

う
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

図
面

相
談

、
収

支
確

認
及

び
指

定
申

請
書

の
提

出
に

つ
い

て
は

、
下

記
U

R
L

の
「

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

等
の

申
請

者
の

方
へ

」
を

必
ず

ご
確

認
下

さ
い

。

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.p

re
f.

a
ic

h
i.
jp

/s
o
s
h

ik
i/

s
h

o
g
a
i/

fo
r-

ji
g
yo

u
s
ya

.h
tm

l

2
全

サ
ー

ビ
ス

定
款

株
式

会
社

や
N

P
O

法
人

で
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
等

を
行

う
に

は
、

定
款

の
目

的
に

ど
の

よ
う

な
文

言
が

必
要

で
し

ょ
う

か
。

（
社

会
福

祉
法

人
は

定
款

準
則

の
と

お
り

）

●
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

行
う

場
合

【
居

宅
介

護
、

重
度

訪
問

介
護

、
同

行
援

護
、

行
動

援
護

、
療

養
介

護
、

生
活

介
護

、
短

期
入

所
、

重
度

障
害

者
等

包

括
支

援
、

施
設

入
所

支
援

、
自

立
訓

練
、

就
労

移
行

支
援

、
就

労
継

続
支

援
、

就
労

定
着

支
援

、
就

労
選

択
支

援
、

自

立
生

活
援

助
、

共
同

生
活

援
助

】

⇒
「

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
の

法
律

に
基

づ
く

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

（
若

し
く

は
そ

れ
ぞ

れ
の

サ
ー

ビ
ス

名
）

」

●
一

般
相

談
支

援
事

業
を

行
う

場
合

【
地

域
移

行
支

援
、

地
域

定
着

支
援

】

⇒
「

障
害

者
の

日
常

生
活

お
よ

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

の
法

律
に

基
づ

く
一

般
相

談
支

援
事

業
（

若
し

く
は

そ
れ

ぞ
れ

の
サ

ー
ビ

ス
名

）
」

●
障

害
児

通
所

支
援

事
業

を
行

う
場

合

【
児

童
発

達
支

援
、

放
課

後
等

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

、
居

宅
訪

問
型

児
童

発
達

支
援

、
保

育
所

等
訪

問
支

援
】

⇒
「

児
童

福
祉

法
に

基
づ

く
障

害
児

通
所

支
援

事
業

（
若

し
く

は
そ

れ
ぞ

れ
の

サ
ー

ビ
ス

名
）

」

①
指
定
申
請
手
続
き
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3
全

サ
ー

ビ
ス

多
機

能
型

今
ま

で
多

機
能

型
事

業
所

だ
っ

た
も

の
を

各
サ

ー
ビ

ス
毎

の
単

独
型

事
業

所
に

す
る

と
き

に

は
ど

の
よ

う
な

手
続

き
が

必
要

で
す

か
。

●
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

と
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

、
若

し
く

は
障

害
児

通
所

支
援

事
業

と
障

害
児

通
所

支

援
事

業
所

の
多

機
能

型
事

業
所

⇒
２

つ
の

サ
ー

ビ
ス

を
多

機
能

型
の

事
業

所
と

し
て

申
請

し
て

い
る

場
合

に
そ

れ
ぞ

れ
を

単
独

型
事

業
所

に
す

る
に

は
、

一
方

の
サ

ー
ビ

ス
を

廃
止

し
て

そ
の

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

再
度

新
規

指
定

申
請

を
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

●
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
と

障
害

児
通

所
支

援
事

業
の

多
機

能
型

事
業

所

⇒
２

つ
の

サ
ー

ビ
ス

を
多

機
能

型
の

事
業

所
と

し
て

申
請

し
て

い
る

場
合

に
そ

れ
ぞ

れ
を

単
独

型
事

業
所

に
す

る
に

は
、

多
機

能
型

か
ら

単
独

型
へ

変
更

す
る

と
い

う
変

更
届

と
、

定
員

区
分

の
変

更
等

に
伴

う
加

算
の

変
更

届
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

※
 多

機
能

型
事

業
所

か
ら

単
独

型
事

業
所

に
変

更
す

る
に

伴
い

定
員

変
更

が
必

要
な

場
合

が
あ

り
ま

す
。

定
員

減
の

変

更
を

す
る

場
合

、
変

更
届

と
な

り
ま

す
。

一
方

で
定

員
増

の
変

更
を

す
る

場
合

、
サ

ー
ビ

ス
に

よ
っ

て
は

、
変

更
申

請
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

変
更

申
請

は
新

規
指

定
申

請
と

同
様

の
提

出
期

限
ま

で
に

申
請

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

（
単

独
型

の
場

合
、

生
活

介
護

及
び

就
労

継
続

支
援

B
型

の
最

低
定

員
は

2
0
名

。
就

労
移

行
支

援
及

び
就

労
継

続
支

援
A

型
の

最
低

定
員

は
1
0
名

と
な

り
ま

す
。

）

4
全

サ
ー

ビ
ス

賃
貸

借
契

約
必

要
な

書
類

と
し

て
賃

貸
借

契
約

書
の

写
し

と
あ

り
ま

す
が

、
何

を
確

認
す

る
の

で
し

ょ
う

か
。

事
業

を
行

う
建

物
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
の

担
保

と
し

て
、

賃
貸

契
約

書
の

写
し

の
提

出
を

求
め

て
い

ま
す

。

借
主

は
代

表
者

な
ど

の
個

人
で

は
な

く
申

請
者

（
法

人
）

で
あ

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

ま
た

、
目

的
が

「
住

居
」

や
「

店
舗

」
お

よ
び

「
事

務
所

」
な

ど
と

さ
れ

て
い

る
場

合
、

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

事
業

所
と

し
て

使
用

す
る

旨
の

覚
書

を
貸

主
と

交
わ

し
、

そ
の

写
し

も
添

付
す

る
か

、
賃

貸
借

契
約

書
に

用
途

を
明

記
し

て
く

だ
さ

い
。

な
お

、
賃

貸
借

契
約

が
不

動
産

業
者

を
介

さ
な

い
場

合
、

別
途

賃
貸

人
の

所
有

権
を

確
認

す
る

書
類

が
必

要
に

な
り

ま

す
。

（
建

物
登

記
の

写
し

、
直

近
の

納
税

通
知

書
の

写
し

等
）

5
全

サ
ー

ビ
ス

建
物

の
完

成
時

期
建

物
が

ま
だ

工
事

中
な

の
で

す
が

、
申

請
書

類
の

受
理

は
し

て
も

ら
え

る
の

で
し

ょ
う

か
。

指
定

申
請

書
提

出
時

ま
で

に
工

事
完

了
か

つ
空

調
設

備
を

含
む

備
品

が
整

備
さ

れ
た

上
で

、
内

装
完

了
後

の
写

真
を

添

付
す

る
こ

と
が

基
本

で
す

が
、

期
日

ま
で

に
写

真
の

撮
影

・
提

出
が

間
に

合
わ

な
い

場
合

は
、

「
開

所
予

定
月

の
前

月
１

５
日

（
必

着
）

ま
で

に
写

真
を

提
出

す
る

」
旨

の
確

約
書

（
様

式
任

意
）

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

6
全

サ
ー

ビ
ス

写
真

事
業

所
の

写
真

を
撮

影
・

提
出

す
る

際
に

気
を

付
け

る
こ

と
は

あ
り

ま
す

で
し

ょ
う

か
。

事
業

所
の

様
子

を
確

認
す

る
た

め
、

カ
ラ

ー
写

真
の

添
付

を
求

め
て

い
ま

す
。

建
物

の
外

観
・

玄
関

・
ト

イ
レ

・
洗

面
・

訓
練

作
業

室
な

ど
設

備
基

準
上

必
要

な
部

分
の

写
真

に
番

号
を

つ
け

、
平

面

図
上

に
撮

影
位

置
・

方
向

を
番

号
と

矢
印

で
示

し
て

く
だ

さ
い

。
（

事
業

所
と

し
て

使
用

す
る

場
所

は
全

て
、

死
角

が
な

い
よ

う
に

撮
影

し
て

く
だ

さ
い

）

な
お

、
こ

の
写

真
は

事
業

所
が

完
成

し
た

状
態

（
内

装
完

了
後

）
で

撮
影

し
て

い
た

だ
く

こ
と

を
基

本
と

し
て

い
ま

す

が
、

期
日

ま
で

に
完

成
し

な
い

場
合

に
つ

い
て

は
、

質
問

N
o
５

の
回

答
を

御
参

考
く

だ
さ

い
。
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7

全
サ

ー
ビ

ス

(居
宅

介
護

等
を

除
く

)

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
（

児
童

発
達

支
援

管
理

責
任

者
）

の
研

修
修

了
時

期

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
（

児
童

発
達

支
援

管
理

責
任

者
）

の
研

修
修

了
時

期
が

指
定

日
以

前

に
は

修
了

す
る

が
申

請
書

の
提

出
日

に
間

に
合

い
ま

せ
ん

。
申

請
書

類
の

受
理

は
し

て
も

ら

え
る

の
で

し
ょ

う
か

。

研
修

の
受

講
決

定
が

確
認

が
出

来
る

場
合

は
、

以
下

の
流

れ
で

申
請

書
の

受
付

を
し

ま
す

。

指
定

申
請

書
に

、
①

研
修

の
受

講
決

定
が

確
認

で
き

る
書

類
（

受
講

決
定

通
知

書
等

）
②

当
該

研
修

を
事

業
所

が
指

定

日
ま

で
に

受
講

さ
せ

、
研

修
修

了
証

の
写

し
を

指
定

日
前

日
ま

で
に

提
出

す
る

申
立

書
を

添
付

す
る

。

研
修

修
了

後
、

速
や

か
に

研
修

修
了

証
の

写
し

を
指

定
日

前
日

ま
で

に
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

8
全

サ
ー

ビ
ス

法
人

変
更

合
併

や
事

業
譲

渡
に

よ
り

申
請

法
人

が
変

更
に

な
っ

た
場

合
の

手
続

き
方

法
を

教
え

て
下

さ

い
。

法
人

格
と

し
て

の
継

続
性

が
認

め
ら

れ
な

い
限

り
、

既
存

の
事

業
所

を
廃

止
す

る
と

同
時

に
、

変
更

後
の

法
人

に
よ

る
新

規
の

指
定

申
請

が
必

要
と

な
り

ま
す

。
（

例
え

ば
株

式
会

社
が

運
営

す
る

事
業

所
を

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
に

引
き

継
ぐ

場
合

等
）

・
事

業
譲

渡
の

場
合

は
、

譲
渡

す
る

法
人

か
ら

の
廃

止
届

と
、

譲
渡

を
受

け
る

法
人

に
よ

る
新

規
指

定
の

申
請

が
必

要
で

す
。

・
合

併
に

つ
い

て
は

、
吸

収
合

併
の

場
合

に
お

い
て

存
続

す
る

会
社

が
運

営
し

て
い

る
事

業
所

に
関

し
て

は
、

引
き

続
き

運
営

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

法
人

の
名

称
、

所
在

地
、

代
表

者
等

の
変

更
を

伴
う

場
合

は
そ

の
旨

の
変

更
届

は
必

要
）

が
、

合
併

に
よ

り
消

滅
す

る
会

社
が

運
営

し
て

い
る

事
業

所
、

あ
る

い
は

、
新

設
合

併
（

既
存

の
会

社
を

す
べ

て
解

散

し
、

新
た

な
会

社
を

設
立

し
て

そ
こ

へ
事

業
譲

渡
す

る
）

の
場

合
は

、
上

記
と

同
様

に
廃

止
と

再
度

の
指

定
申

請
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

・
有

限
会

社
か

ら
株

式
会

社
へ

の
変

更
は

、
法

的
に

は
「

商
号

変
更

」
と

し
て

扱
わ

れ
る

こ
と

か
ら

、
手

続
き

は
「

廃

止
・

新
規

指
定

」
で

は
な

く
、

法
人

の
名

称
変

更
に

よ
る

変
更

届
で

可
能

で
す

。

・
合

同
会

社
（

合
名

会
社

・
合

資
会

社
）

か
ら

株
式

会
社

へ
の

変
更

（
そ

の
逆

も
可

）
は

、
会

社
法

に
お

い
て

規
定

さ

れ
て

い
る

「
組

織
変

更
」

に
あ

た
り

、
法

人
格

の
継

続
性

が
認

め
ら

れ
る

変
更

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

法
人

の
名

称
変

更
に

よ
る

変
更

届
で

可
能

で
す

。
（

ち
な

み
に

、
合

同
会

社
、

合
名

会
社

、
合

資
会

社
の

相
互

間
の

変
更

は
「

組
織

変
更

」

に
当

た
ら

ず
、

定
款

の
変

更
の

み
で

可
能

で
す

。
）

※
国

事
務

連
絡

（
令

和
6
年

6
月

2
1
日

）
「

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

の
吸

収
合

併
等

に
伴

う
事

務
の

簡
素

化
に

つ

い
て

」
に

基
づ

き
、

指
定

手
続

き
簡

略
化

及
び

報
酬

上
の

実
績

の
通

算
等

を
希

望
す

る
場

合
は

、
判

明
次

第
至

急
障

害
福

祉
課

ま
で

メ
ー

ル
を

送
信

後
、

担
当

ま
で

電
話

に
て

ご
一

報
く

だ
さ

い
。

9
共

同
生

活
援

助

短
期

入
所

型
の

変
更

に
つ

い
て

①
共

同
生

活
援

助
（

介
護

サ
ー

ビ
ス

包
括

型
、

日
中

サ
ー

ビ
ス

支
援

型
、

外
部

サ
ー

ビ
ス

利

用
型

）

②
短

期
入

所
（

併
設

型
及

び
空

床
利

用
型

⇔
単

独
型

）

③
短

期
入

所
（

併
設

型
⇔

空
床

利
用

型
）

①
か

ら
③

の
そ

れ
ぞ

れ
の

サ
ー

ビ
ス

に
お

い
て

、
既

に
指

定
を

受
け

て
い

る
型

を
変

更
す

る

場
合

の
手

続
き

は
ど

の
よ

う
に

行
え

ば
よ

い
で

し
ょ

う
か

。

①
及

び
③

に
つ

い
て

は
、

設
備

基
準

等
が

同
様

の
点

も
あ

る
こ

と
を

鑑
み

、
変

更
届

と
し

ま
す

。
た

だ
し

①
に

つ
い

て
、

日
中

サ
ー

ビ
ス

支
援

型
へ

の
変

更
と

な
る

場
合

は
、

あ
ら

か
じ

め
事

業
所

が
所

在
す

る
市

町
村

自
立

支
援

協
議

会
に

お
い

て
評

価
を

受
け

る
こ

と
が

必
要

で
あ

り
、

単
独

型
ま

た
は

併
設

型
短

期
入

所
の

指
定

申
請

も
必

要
と

な
り

ま
す

（
現

に
指

定
を

受
け

て
い

る
場

合
を

除
く

）
。

②
に

つ
い

て
は

基
準

等
に

相
違

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

既
存

の
事

業
所

を
廃

止
す

る
と

同
時

に
、

新
規

の
指

定
申

請
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

な
お

、
い

ず
れ

の
手

続
に

お
い

て
も

、
事

前
の

図
面

相
談

が
必

要
と

な
り

ま
す

。
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1
0

日
中

系
サ

ー
ビ

ス

障
害

児
通

所

申
請

調
書

日
中

活
動

系
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

（
共

同
生

活
援

助
・

障
害

児
通

所
支

援
事

業
所

）
の

申
請

調

書
に

は
ど

の
よ

う
な

内
容

を
記

載
す

る
の

で
し

ょ
う

か
。

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

等
の

実
施

に
あ

た
っ

て
は

、
障

害
者

総
合

支
援

法
や

児
童

福
祉

法
だ

け
で

な
く

他
法

令
も

遵
守

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

他
法

令
に

つ
い

て
は

当
課

で
判

断
で

き
ま

せ
ん

の
で

、
以

下
の

法
令

に
つ

い
て

そ
れ

ぞ
れ

の
所

管
部

署
に

確
認

し
、

「
申

請
調

書
」

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
（

該
当

無
し

の
場

合
も

、
照

会
先

の
部

署
名

、
担

当
者

名
、

電
話

番
号

、
照

会
方

法
及

び
照

会
日

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
）

。

●
建

築
基

準
法

…
事

業
を

行
う

た
め

に
建

物
の

用
途

変
更

が
必

要
と

な
る

可
能

性
が

あ
り

ま
す

。
用

途
変

更
が

必
要

な

場
合

は
、

事
業

を
開

始
す

る
前

ま
で

に
用

途
変

更
の

手
続

き
を

終
え

る
必

要
が

あ
り

ま
す

（
届

出
＋

検
査

（
確

認
）

済
証

ま
で

）
の

で
、

建
築

士
に

ご
相

談
く

だ
さ

い
。

●
消

防
法

…
防

火
対

象
物

使
用

開
始

届
（

押
印

あ
り

）
の

届
出

及
び

添
付

が
必

要
に

な
り

ま
す

。
建

物
に

ス
プ

リ
ン

ク

ラ
ー

や
自

動
火

災
報

知
設

備
な

ど
の

消
防

設
備

の
設

置
が

必
要

と
な

る
可

能
性

が
あ

る
の

で
、

消
防

部
局

に
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

設
備

が
整

っ
て

い
な

い
場

合
は

、
事

業
を

開
始

す
る

前
ま

で
に

設
置

工
事

を
終

え
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

●
都

市
計

画
法

…
 市

街
化

調
整

区
域

で
事

業
を

行
う

場
合

、
開

発
許

可
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

そ
の

た
め

建
築

部
局

と

手
続

き
を

し
て

く
だ

さ
い

。
（

市
街

化
調

整
区

域
で

な
い

場
合

は
「

該
当

な
し

」
に

チ
ェ

ッ
ク

を
し

て
く

だ
さ

い
。

）

1
1

全
サ

ー
ビ

ス
申

請
調

書
建

築
基

準
法

、
消

防
法

、
都

市
計

画
法

の
基

準
を

満
た

し
て

い
る

か
確

認
し

た
い

の
で

す

が
、

ど
ち

ら
に

照
会

を
す

れ
ば

よ
い

の
で

し
ょ

う
か

。

●
建

築
基

準
法

…
愛

知
県

建
築

局
建

築
指

導
課

及
び

特
定

行
政

庁
・

限
定

特
定

行
政

庁
と

な
る

市
町

村
の

建
築

所
管

課

が
窓

口
と

な
り

ま
す

。
詳

細
は

以
下

の
リ

ン
ク

先
を

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.p

re
f.

a
ic

h
i.
jp

/s
o
s
h

ik
i/

k
e
n

c
h

ik
u

s
h

id
o
/k

e
n

c
h

ik
u

k
a
k
n

in
m

a
d

o
g
u

c
h

i.
h

tm
l

な
お

、
図

面
等

に
よ

り
具

体
的

に
建

築
基

準
法

を
満

た
し

て
い

る
か

確
認

し
た

い
場

合
は

、
建

築
士

に
ご

相
談

く
だ

さ

い
。

●
消

防
法

…
各

市
町

村
の

消
防

部
局

が
窓

口
と

な
り

ま
す

。
各

市
町

村
の

消
防

本
部

に
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。

●
都

市
計

画
法

…
 開

発
許

可
申

請
書

等
は

、
開

発
区

域
に

係
る

市
町

村
に

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
詳

細
は

、
愛

知
県

建

築
局

建
築

指
導

課
開

発
グ

ル
ー

プ
が

ま
と

め
た

以
下

の
リ

ン
ク

先
を

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.p

re
f.

a
ic

h
i.
jp

/s
o
s
h

ik
i/

k
e
n

c
h

ik
u

s
h

id
o
/k

a
ih

a
tu

-t
o
k
e
i-

to
p

.h
tm

l#
1

1
2

障
害

児
通

所

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

の
設

立

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

を
設

立
し

た
い

場
合

の
手

続
き

を
教

え
て

く
だ

さ
い

。

ま
た

、
既

存
の

児
童

発
支

援
事

業
所

を
、

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

に
変

更
し

た
い

場
合

の

手
続

き
は

新
規

指
定

か
変

更
届

の
ど

ち
ら

に
な

り
ま

す
で

し
ょ

う
か

。

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

は
、

児
童

福
祉

法
上

の
「

児
童

福
祉

施
設

」
に

該
当

す
る

た
め

、
指

定
障

害
児

通
所

支
援

事
業

の
指

定
申

請
手

続
き

と
同

時
に

、
児

童
福

祉
施

設
の

認
可

申
請

（
設

置
者

が
市

町
村

の
場

合
は

、
認

可
届

で
可

）
も

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

必
要

書
類

等
に

つ
い

て
は

以
下

の
リ

ン
ク

先
の

「
（

３
）

指
定

申
請

書
類

に
つ

い
て

」
を

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.p

re
f.

a
ic

h
i.
jp

/s
o
s
h

ik
i/

s
h

o
g
a
i/

ji
s
h

in
k
i.
h

tm
l

な
お

。
中

核
市

に
設

置
さ

れ
る

場
合

も
、

認
可

申
請

（
届

）
先

は
愛

知
県

に
な

り
ま

す
の

で
、

ご
注

意
く

だ
さ

い
。

既
存

の
児

童
発

達
支

援
事

業
所

を
児

童
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
に

変
更

さ
れ

た
い

場
合

は
、

人
員

基
準

及
び

設
備

基
準

の

変
更

を
伴

う
た

め
、

既
存

事
業

所
を

廃
止

し
、

新
た

に
児

童
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
の

新
規

指
定

申
請

の
手

続
き

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
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Ｎ
ｏ

該
当
サ
ー
ビ
ス

項
目

質
　
問
　
事
　
項

回
　
　
　
　
　
答

1
全

サ
ー

ビ
ス

届
出

の
期

限
変

更
の

届
出

は
い

つ
ま

で
に

行
え

ば
い

い
で

し
ょ

う
か

。
変

更
の

事
実

が
あ

っ
た

日
か

ら
、

１
０

日
以

内
に

愛
知

県
障

害
福

祉
課

に
届

く
よ

う
に

届
出

書
を

郵
送

し
て

く
だ

さ

い
。

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

変
更

届
⇒

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.p

re
f.
a
ic

h
i.
jp

/s
o
s
h

ik
i/

s
h

o
g
a
i/

s
h

a
h

e
n

k
o
u

.h
tm

l

障
害

児
通

所
支

援
事

業
等

の
変

更
届

⇒
h

tt
p

s
:/

/w
w

w
.p

re
f.
a
ic

h
i.
jp

/s
o
s
h

ik
i/

s
h

o
g
a
i/

ji
h

e
n

k
o
u

.h
tm

l

3
全

サ
ー

ビ
ス

届
出

が
必

要
な

項

目

ど
の

よ
う

な
項

目
が

変
更

に
な

っ
た

場
合

に
変

更
届

を
提

出
す

れ
ば

よ
い

の
か

わ
か

り
ま

せ

ん
。

「
変

更
届

に
必

要
な

書
類

一
覧

（
上

記
参

照
）

」
に

「
変

更
の

届
出

を
要

す
る

事
項

」
の

項
目

が
あ

り
ま

す
の

で
、

ご

確
認

く
だ

さ
い

。

4
全

サ
ー

ビ
ス

登
記

簿
の

内
容

変

更

登
記

簿
の

内
容

が
変

更
に

な
っ

た
の

で
す

が
、

登
記

に
時

間
が

か
か

り
、

変
更

か
ら

1
0
日

以

内
に

必
要

書
類

を
揃

え
て

提
出

が
で

き
ま

せ
ん

。
ど

う
す

れ
ば

よ
い

で
し

ょ
う

か
。

登
記

簿
の

変
更

に
つ

い
て

は
、

登
記

簿
の

変
更

が
完

了
し

、
書

類
が

揃
い

ま
し

た
ら

変
更

届
を

早
急

に
提

出
し

て
く

だ

さ
い

。
（

※
登

記
簿

の
内

容
の

変
更

に
限

っ
て

は
、

変
更

日
か

ら
1
0
日

を
過

ぎ
て

も
構

い
ま

せ
ん

）

下
記

※
の

場
合

を
除

く
、

定
員

の
増

加
・

減
少

は
変

更
届

の
提

出
で

可
能

で
す

。

※
生

活
介

護
・

施
設

入
所

支
援

・
就

労
継

続
支

援
A

型
・

B
型

・
児

童
発

達
支

援
・

放
課

後
等

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

・
障

害

児
入

所
支

援
で

定
員

を
増

や
す

場
合

は
変

更
届

の
提

出
で

は
受

付
は

で
き

ま
せ

ん
。

変
更

申
請

の
手

続
き

が
必

要
に

な

り
ま

す
。

変
更

申
請

に
つ

い
て

は
「

事
業

所
の

変
更

等
の

手
続

き
に

つ
い

て
」

の
（

２
）

を
ご

確
認

く
だ

さ
い

。

質
問

２
の

リ
ン

ク
先

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

6
全

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
の

移
転

事
業

所
を

移
転

す
る

に
は

ど
の

よ
う

な
手

続
き

が
必

要
で

し
ょ

う
か

。
移

転
先

が
設

備
基

準
を

満
た

し
て

い
る

ど
う

か
の

事
前

確
認

が
必

要
に

な
り

ま
す

の
で

、
ま

ず
は

図
面

相
談

が
必

要
で

す
。

基
準

上
問

題
な

け
れ

ば
、

そ
の

後
変

更
届

を
提

出
し

て
い

た
だ

き
ま

す
。

7
全

サ
ー

ビ
ス

運
営

規
程

の
変

更
職

員
の

異
動

が
あ

り
運

営
規

程
の

記
載

内
容

の
変

更
が

あ
り

ま
し

た
。

軽
微

な
変

更
な

の
で

す
が

、
そ

の
都

度
届

出
を

行
う

必
要

は
あ

る
の

で
し

ょ
う

か
。

あ
り

ま
せ

ん
。

職
員

の
異

動
、

退
職

等
に

よ
り

、
年

間
を

通
じ

て
人

員
の

配
置

基
準

は
満

た
し

て
い

る
も

の
の

、
従

業
員

数
が

変
動

す

る
場

合
は

、
そ

の
都

度
変

更
届

を
提

出
す

る
必

要
は

な
く

、
毎

年
４

月
１

日
現

在
の

状
況

を
前

年
度

と
比

し
て

、
変

更

が
あ

る
場

合
に

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

8
共

同
生

活
援

助

短
期

入
所

型
の

変
更

に
つ

い

て

①
共

同
生

活
援

助
（

介
護

サ
ー

ビ
ス

包
括

型
、

日
中

サ
ー

ビ
ス

支
援

型
、

外
部

サ
ー

ビ
ス

利

用
型

）

②
短

期
入

所
（

併
設

型
及

び
空

床
利

用
型

⇔
単

独
型

）

③
短

期
入

所
（

併
設

型
⇔

空
床

利
用

型
）

①
か

ら
③

の
そ

れ
ぞ

れ
の

サ
ー

ビ
ス

に
お

い
て

、
既

に
指

定
を

受
け

て
い

る
型

を
変

更
す

る

場
合

の
手

続
き

は
ど

の
よ

う
に

行
え

ば
よ

い
で

し
ょ

う
か

。

①
及

び
③

に
つ

い
て

は
、

設
備

基
準

等
が

同
様

の
点

も
あ

る
こ

と
を

鑑
み

、
変

更
届

と
し

ま
す

。
た

だ
し

①
に

つ
い

て
、

日
中

サ
ー

ビ
ス

支
援

型
へ

の
変

更
と

な
る

場
合

は
、

あ
ら

か
じ

め
事

業
所

が
所

在
す

る
市

町
村

自
立

支
援

協
議

会

に
お

い
て

評
価

を
受

け
る

こ
と

が
必

要
で

あ
り

、
単

独
型

ま
た

は
併

設
型

短
期

入
所

の
指

定
申

請
も

必
要

と
な

り
ま

す

（
現

に
指

定
を

受
け

て
い

る
場

合
を

除
く

）
。

②
に

つ
い

て
は

基
準

等
に

相
違

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

既
存

の
事

業
所

を
廃

止
す

る
と

同
時

に
、

新
規

の
指

定
申

請
が

必

要
と

な
り

ま
す

。

な
お

、
い

ず
れ

の
手

続
に

お
い

て
も

、
事

前
の

図
面

相
談

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5
全

サ
ー

ビ
ス

定
員

の
変

更
定

員
を

変
更

す
る

場
合

は
、

「
運

営
規

程
」

の
変

更
と

し
て

、
必

要
書

類
を

揃
え

て
変

更
届

を
提

出
す

れ
ば

よ
い

の
で

し
ょ

う
か

。

②
変
更
の
届
出

全
サ

ー
ビ

ス
届

出
書

類
変

更
の

届
出

に
は

ど
の

よ
う

な
書

類
が

必
要

で
し

ょ
う

か
。

2
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9
全

サ
ー

ビ
ス

サ
ー

ビ
ス

（
児

童

発
達

支
援

）
管

理

責
任

者
の

み
な

し

研
修

の
修

了
要

件
に

つ
い

て
、

前
任

者
が

や
む

を
得

な
い

事
由

に
よ

り
不

在
と

な
っ

た
こ

と

に
よ

り
、

み
な

し
で

配
置

し
て

い
た

サ
ー

ビ
ス

（
児

童
発

達
支

援
）

管
理

責
任

者
が

研
修

を

修
了

し
ま

し
た

。
届

出
は

必
要

で
し

ょ
う

か
。

必
要

で
す

。

変
更

届
出

書
の

変
更

前
の

欄
に

み
な

し
で

あ
っ

た
旨

、
変

更
後

の
欄

に
研

修
を

修
了

し
た

旨
を

記
載

の
上

、
経

歴
書

・

修
了

証
の

写
し

を
添

付
し

て
届

出
を

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

1
0

障
害

児
通

所
支

援
事

業

主
な

利
用

者
の

変

更
に

つ
い

て

主
な

利
用

者
（

主
と

し
て

重
症

心
身

障
害

児
を

通
わ

せ
る

か
否

か
）

を
変

更
し

た
場

合
の

手

続
き

は
ど

の
よ

う
に

し
た

ら
よ

い
か

。

設
備

基
準

を
満

た
し

て
い

る
か

ど
う

か
の

事
前

確
認

を
行

っ
た

上
で

、
変

更
届

を
ご

提
出

く
だ

さ
い

。
な

お
、

合
わ

せ

て
適

用
月

の
前

月
１

５
日

ま
で

に
体

制
届

（
加

算
届

）
を

ご
提

出
し

て
い

た
だ

く
必

要
が

あ
り

ま
す

。
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Ｎ
ｏ

該
当
サ
ー
ビ
ス

項
目

質
　
問
　
事
　
項

回
　
　
　
　
　
答

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

加
算

届
⇒

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.p

re
f.
a
ic

h
i.
jp

/s
o
s
h

ik
i/

s
h

o
g
a
i/

s
h

a
k
a
s
a
n

.h
tm

l

障
害

児
通

所
支

援
事

業
等

の
加

算
届

⇒
h

tt
p

s
:/

/w
w

w
.p

re
f.
a
ic

h
i.
jp

/s
o
s
h

ik
i/

s
h

o
g
a
i/

ji
k
a
s
a
n

.h
tm

l

2
全

サ
ー

ビ
ス

届
出

の
期

限

（
単

位
数

が
増

え
る

場
合

）

算
定

す
る

単
位

数
が

増
え

る
場

合
は

、
い

つ
ま

で
に

届
出

を
行

え
ば

よ
い

の
で

し
ょ

う
か

。

（
新

し
い

加
算

の
算

定
、

加
算

の
区

分
の

変
更

、
減

算
の

解
消

、
人

員
区

分
の

変
更

e
tc

）

前
月

の
1
5
日

ま
で

（
消

印
有

効
）

に
届

く
よ

う
に

届
出

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。

※
た

だ
し

食
事

提
供

体
制

加
算

は
、

利
用

者
負

担
軽

減
の

観
点

か
ら

、
届

出
が

あ
っ

た
日

か
ら

算
定

可
能

で
す

。

3
全

サ
ー

ビ
ス

届
出

の
期

限

（
単

位
数

が
減

る
場

合
）

算
定

す
る

単
位

数
が

減
る

場
合

は
、

い
つ

ま
で

に
届

出
を

行
え

ば
よ

い
の

で
し

ょ
う

か
。

（
加

算
の

取
り

下
げ

、
加

算
の

区
分

の
変

更
、

減
算

の
開

始
、

人
員

区
分

の
変

更
e
tc

）
事

実
が

分
か

り
次

第
早

急
に

届
出

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。

4
日

中
系

サ
ー

ビ
ス

平
均

利
用

者
数

(人
員

配
置

区

分
)

(夜
間

支
援

体
制

加
算

)

新
規

又
は

定
員

増
の

時
点

か
ら

、
直

近
6
ヵ

月
間

又
は

１
年

間
の

利
用

実
績

に
よ

り
、

人
員

配
置

区
分

や
夜

間
支

援
等

体
制

加
算

の
算

定
単

位
数

の
変

更
を

届
け

出
よ

う
と

思
う

の
で

す

が
、

実
績

が
当

該
月

の
前

月
末

日
に

確
定

す
る

た
め

、
単

位
数

が
増

え
る

場
合

は
前

月
の

1
5

日
ま

で
の

届
出

の
期

限
に

間
に

合
い

ま
せ

ん
。

ど
う

す
れ

ば
よ

い
の

で
し

ょ
う

か
。

新
規

又
は

定
員

増
の

時
点

か
ら

、
直

近
６

ヵ
月

間
又

は
１

年
間

の
利

用
実

績
に

よ
り

算
定

す
る

事
業

所
は

、
こ

の
届

出

時
に

お
い

て
、

最
終

月
の

利
用

実
績

が
未

確
定

の
場

合
、

当
該

最
終

月
の

み
推

定
値

に
よ

り
、

届
出

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
た

だ
し

、
届

出
後

、
推

定
値

が
実

績
と

異
な

り
、

加
算

要
件

を
満

た
さ

な
く

な
る

場
合

は
、

速
や

か
に

取
下

げ
書

(任
意

様
式

)を
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

5

日
中

系
サ

ー
ビ

ス

共
同

生
活

援
助

障
害

児
通

所福
祉

専
門

職
員

配
置

等
加

算

福
祉

専
門

職
員

配
置

等
加

算
（

Ⅰ
）

の
加

算
届

に
そ

の
登

録
証

の
コ

ピ
ー

を
添

付
す

る
必

要

が
あ

り
ま

す
が

、
現

在
登

録
申

請
中

で
手

元
に

は
合

格
証

し
か

あ
り

ま
せ

ん
。

こ
の

場
合

、

登
録

証
の

代
わ

り
に

合
格

証
を

添
付

し
て

も
よ

い
の

で
し

ょ
う

か
。

福
祉

専
門

職
員

配
置

等
加

算
（

Ⅰ
）

は
「

直
接

処
遇

職
員

と
し

て
常

勤
で

配
置

さ
れ

て
い

る
従

業
者

の
総

数
の

う
ち

、

社
会

福
祉

士
・

介
護

福
祉

士
・

精
神

保
健

福
祉

士
・

公
認

心
理

士
（

以
下

、
社

会
福

祉
士

等
）

で
あ

る
従

業
者

の
割

合
が

1
0
0
分

の
3
5
以

上
」

の
場

合
に

算
定

で
き

る
加

算
で

す
。

社
会

福
祉

士
等

は
合

格
後

に
登

録
の

申
請

を
行

う
こ

と
で

正
式

に
社

会
福

祉
士

等
に

な
り

ま
す

。
そ

の
た

め
合

格
証

で
は

認
め

ら
れ

ま
せ

ん
。

6

日
中

系
サ

ー
ビ

ス

共
同

生
活

援
助

障
害

児
通

所

福
祉

専
門

職
員

配
置

等
加

算

算
定

単
位

数
に

変
更

は
あ

り
ま

せ
ん

が
、

加
算

算
定

要
件

と
な

っ
て

い
る

従
業

者
に

変
更

が

生
じ

ま
す

。
こ

の
場

合
、

届
出

は
必

要
で

し
ょ

う
か

。

算
定

単
位

数
に

変
動

が
な

い
場

合
、

届
出

の
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

事
業

所
に

お
い

て
算

定
要

件
を

満
た

す
こ

と
を

確

認
し

、
算

定
根

拠
と

な
る

資
料

を
常

備
し

て
お

い
て

く
だ

さ
い

。

※
賃

金
向

上
達

成
指

導
員

配
置

加
算

、
目

標
工

賃
達

成
指

導
員

配
置

加
算

等
も

同
趣

旨
。

7
居

宅
介

護
等

特
定

事
業

所
加

算

特
定

事
業

所
加

算
を

算
定

す
る

場
合

、
特

定
事

業
所

加
算

に
係

る
届

出
書

の
み

添
付

す
れ

ば

よ
い

で
し

ょ
う

か
。

特
定

事
業

所
加

算
に

係
る

届
出

書
の

み
で

な
く

、
届

出
書

に
記

載
し

た
要

件
を

確
認

で
き

る
書

類
を

全
て

ご
用

意

し
、

添
付

し
て

い
た

だ
く

必
要

が
あ

り
ま

す
。

1
全

サ
ー

ビ
ス

届
出

書
類

単
位

数
の

変
更

の
予

定
が

あ
り

ま
す

が
、

ど
の

よ
う

な
場

合
に

届
出

す
れ

ば
よ

い
の

か
わ

か

り
ま

せ
ん

。
ま

た
、

届
出

に
は

ど
の

よ
う

な
書

類
が

必
要

で
し

ょ
う

か
。

③
加
算
・
減
算
の
届
出
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8
全

サ
ー

ビ
ス

届
出

の
期

限

あ
る

特
定

の
月

の
み

加
算

要
件

を
満

た
さ

な
く

な
る

見
込

み
で

、
特

定
の

月
の

翌
月

か
ら

は

加
算

要
件

を
満

た
す

で
あ

ろ
う

見
込

み
が

あ
る

場
合

、
加

算
届

に
つ

い
て

、
終

了
と

新
規

の

両
方

を
提

出
す

る
必

要
が

あ
る

か
。

ま
た

、
提

出
す

る
場

合
、

終
了

は
わ

か
り

次
第

す
ぐ

に
、

新
規

は
前

月
の

1
5
日

ま
で

に
提

出
す

る
必

要
が

あ
る

が
、

こ
の

場
合

も
同

様
の

期
限

と

な
る

か
。

終
了

と
新

規
の

加
算

届
の

提
出

が
必

要
で

す
。

提
出

期
限

は
お

見
込

み
の

と
お

り
で

す
。

E.Q&A-8



Ｎ
ｏ

該
当
サ
ー
ビ
ス

項
目

質
　
問
　
事
　
項

回
　
　
　
　
　
答

1

全
サ

ー
ビ

ス

（
訪

問
系

サ
ー

ビ

ス
を

除
く

）

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者

(児
童

発
達

支
援

管
理

責
任

者
)

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
（

児
童

発
達

支
援

管
理

責
任

者
）

が
急

遽
や

め
て

し
ま

い
不

在
と

な
っ

て
し

ま
い

ま
し

た
。

こ
の

場
合

減
算

は
ど

う
な

る
の

で
し

ょ
う

か
。

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
（

児
童

発
達

支
援

管
理

責
任

者
）

が
欠

如
し

た
月

の
翌

々
月

か
ら

所
定

単
位

数
の

3
0
%

を
減

算

し
、

減
算

適
用

が
５

月
目

に
至

っ
た

場
合

、
所

定
単

位
数

の
5
0
%

を
減

算
し

ま
す

。
（

減
算

適
用

５
月

目
か

ら
減

算
率

2
0
%

引
き

上
げ

）
。

2
全

サ
ー

ビ
ス

利
用

者
負

担
上

限
額

管
理

加
算

以
下

の
月

に
お

い
て

、
加

算
の

算
定

が
で

き
る

か
教

え
て

く
だ

さ
い

。

①
上

限
額

管
理

事
業

所
の

み
を

利
用

し
、

他
の

事
業

所
の

利
用

が
な

い
月

②
上

限
額

管
理

事
業

所
及

び
他

事
業

所
を

利
用

し
た

月

③
上

限
額

管
理

事
業

所
の

利
用

が
な

く
、

他
の

事
業

所
の

み
を

利
用

し
た

月

利
用

者
負

担
上

限
額

管
理

加
算

は
、

利
用

者
負

担
額

の
合

計
額

の
管

理
を

行
っ

た
場

合
に

算
定

で
き

る
た

め
、

以
下

の

と
お

り
と

な
り

ま
す

。

①
上

限
額

に
達

し
て

い
る

か
否

か
に

か
か

わ
ら

ず
、

加
算

を
算

定
で

き
ま

せ
ん

。

②
上

限
額

に
達

し
て

い
る

か
否

か
に

か
か

わ
ら

ず
、

加
算

を
算

定
で

き
ま

す
。

③
上

限
額

に
達

し
て

い
る

か
否

か
に

か
か

わ
ら

ず
、

加
算

を
算

定
で

き
ま

す
。

3
日

中
系

サ
ー

ビ
ス

障
害

児
通

所
定

員
超

過
利

用
減

算
や

む
を

え
な

い
事

由
が

あ
り

定
員

が
超

過
し

て
利

用
者

の
受

け
入

れ
を

行
い

ま
し

た
。

ど

の
よ

う
な

場
合

に
減

算
に

な
る

の
で

し
ょ

う
か

。

・
利

用
定

員
5
0
人

以
下

に
お

い
て

、
１

日
の

利
用

者
数

が
利

用
定

員
の

1
0
0
分

の
1
5
0
を

乗
じ

て
得

た
数

を
超

え
る

場
合

・
利

用
定

員
5
1
人

以
上

に
お

い
て

、
１

日
の

利
用

者
数

が
利

用
定

員
か

ら
5
0
を

差
し

引
い

た
数

に
1
0
0
分

の
1
2
5
を

乗

じ
て

得
た

数
に

、
7
5
を

加
え

て
得

た
数

を
超

え
る

場
合

・
直

近
の

過
去

３
月

間
の

利
用

者
の

延
べ

数
が

、
利

用
定

員
に

開
所

日
数

を
乗

じ
て

得
た

数
に

1
0
0
分

の
1
2
5
を

乗
じ

て

得
た

数
を

超
え

る
場

合
。

た
だ

し
、

定
員

が
1
1
人

以
下

の
場

合
は

、
過

去
3
月

間
の

利
用

者
の

延
べ

数
が

、
利

用
定

員

に
３

を
加

え
て

得
た

数
に

開
所

日
数

を
乗

じ
て

得
た

数
を

超
え

る
場

合

4
日

中
系

サ
ー

ビ
ス

障
害

児
通

所
福

祉
専

門
職

員
配

置
等

加
算

多
機

能
型

事
業

所
の

場
合

、
配

置
割

合
等

の
計

算
は

個
々

の
サ

ー
ビ

ス
毎

に
行

い
、

個
々

の
サ

ー
ビ

ス
毎

に
加

算
を

算
定

す
る

の
で

し
ょ

う
か

。

多
機

能
型

事
業

所
全

体
で

、
配

置
割

合
等

の
計

算
を

行
い

、
要

件
を

満
た

す
場

合
に

は
、

多
機

能
型

事
業

所
全

体
の

利

用
者

に
対

し
て

加
算

を
行

う
こ

と
に

な
り

ま
す

。

5
日

中
系

サ
ー

ビ
ス

障
害

児
通

所
欠

席
時

対
応

加
算

欠
席

時
対

応
加

算
算

定
日

は
実

際
の

利
用

日
数

に
含

め
る

の
で

し
ょ

う
か

。

例
と

し
て

、
支

給
日

数
が

月
２

０
日

で
、

欠
席

時
対

応
加

算
を

１
日

算
定

し
た

場
合

に
利

用
可

能
日

数
は

１
９

日
と

な
る

の
で

し
ょ

う
か

。

欠
席

時
対

応
加

算
算

定
日

に
つ

い
て

は
、

実
利

用
日

に
含

み
ま

せ
ん

。

し
た

が
っ

て
、

例
の

場
合

で
あ

っ
て

も
、

２
０

日
の

利
用

が
可

能
で

す
。

6
日

中
系

サ
ー

ビ
ス

障
害

児
通

所
欠

席
時

対
応

加
算

欠
席

時
対

応
加

算
に

お
け

る
「

連
絡

調
整

そ
の

他
の

相
談

援
助

」
と

は
ど

の
よ

う
な

こ
と

を
行

え
ば

よ
い

の
で

し
ょ

う
か

。

利
用

者
の

状
況

や
い

つ
か

ら
来

る
こ

と
が

で
き

る
か

な
ど

の
確

認
や

、
連

絡
調

整
の

内
容

（
連

絡
を

受
け

た
日

、
利

用

者
名

、
欠

席
日

、
欠

席
理

由
、

誰
か

ら
連

絡
が

あ
っ

た
か

、
連

絡
を

受
け

た
職

員
名

、
利

用
者

の
状

況
、

次
回

通
所

予

定
日

等
）

を
記

録
す

る
こ

と
が

必
要

で
す

。
（

※
記

録
に

用
い

る
様

式
は

任
意

様
式

に
な

り
ま

す
。

）

7
日

中
系

サ
ー

ビ
ス

障
害

児
通

所
欠

席
時

対
応

加
算

ど
の

よ
う

な
理

由
で

利
用

者
が

欠
席

し
た

場
合

に
欠

席
時

対
応

加
算

の
算

定
は

可
能

で

し
ょ

う
か

。

利
用

者
本

人
に

通
所

す
る

意
思

が
あ

り
本

来
何

事
も

な
け

れ
ば

通
所

し
て

い
た

は
ず

が
、

不
可

抗
力

で
通

所
不

可
と

な
っ

た
場

合
に

算
定

が
可

能
で

す
。

（
例

：
利

用
者

の
急

病
、

家
族

の
急

病
及

び
死

去
、

送
迎

を
行

う
保

護
者

の
急

病
e
tc

）

8
日

中
系

サ
ー

ビ
ス

障
害

児
通

所

多
機

能
型

事
業

所
の

基
本

報
酬

に
係

る
定

員
区

分

多
機

能
型

事
業

所
で

請
求

を
行

う
場

合
に

は
、

定
員

区
分

は
サ

ー
ビ

ス
毎

そ
れ

ぞ
れ

の
定

員
数

で
み

る
の

か
、

合
算

し
た

定
員

数
で

み
る

の
か

ど
ち

ら
で

し
ょ

う
か

。

「
日

中
系

サ
ー

ビ
ス

同
士

」
の

多
機

能
型

の
場

合
は

合
算

で
み

る
こ

と
に

な
り

ま
す

。

「
日

中
系

サ
ー

ビ
ス

と
障

害
児

通
所

」
及

び
「

障
害

児
通

所
同

士
」

の
多

機
能

型
の

場
合

は
、

人
員

配
置

に
よ

り
下

記

の
2
通

り
に

な
り

ま
す

。

①
管

理
者

で
あ

る
者

の
み

が
兼

務
を

し
て

い
る

場
合

　
→

　
サ

ー
ビ

ス
毎

そ
れ

ぞ
れ

の
定

員
数

②
管

理
者

で
あ

る
者

以
外

の
兼

務
が

多
機

能
型

事
業

所
内

で
あ

る
場

合
　

→
　

合
算

し
た

定
員

数

※
い

ず
れ

の
場

合
も

、
設

備
を

共
有

し
て

い
な

い
こ

と
が

前
提

で
す

。

9
日

中
系

サ
ー

ビ
ス

初
期

加
算

同
じ

事
業

所
で

解
約

後
に

期
間

が
空

き
、

再
度

契
約

し
利

用
す

る
場

合
に

、
初

期
加

算
の

算
定

は
可

能
で

し
ょ

う
か

。

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
を

勘
案

の
上

、
ア

セ
ス

メ
ン

ト
や

個
別

支
援

計
画

の
見

直
し

の
必

要
性

が
初

回
利

用
の

場
合

と

同
程

度
あ

れ
ば

算
定

可
能

で
す

。

1
0

日
中

系
サ

ー
ビ

ス
初

期
加

算
欠

席
時

対
応

加
算

を
算

定
し

た
日

に
つ

い
て

は
初

期
加

算
を

算
定

は
可

能
で

し
ょ

う
か

。
初

期
加

算
を

算
定

で
き

る
の

は
実

際
に

利
用

し
た

日
の

み
で

す
の

で
算

定
で

き
ま

せ
ん

。

④
報
酬
の
算
定

E.Q&A-9



1
1

生
活

介
護

送
迎

加
算

（
重

度
）

生
活

介
護

の
送

迎
加

算
（

重
度

）
に

お
い

て
は

、
区

分
５

若
し

く
は

区
分

６
に

該
当

す
る

者
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
者

が
利

用
者

の
数

の
合

計
数

の
1
0
0
 分

の
6
0
 以

上
で

あ
る

こ
と

を

届
出

た
場

合
、

通
常

の
送

迎
加

算
と

は
別

に
加

算
さ

れ
ま

す
が

、
こ

の
1
0
0
 分

の
6
0
 以

上

と
い

う
の

は
送

迎
の

際
、

毎
回

満
た

し
て

い
な

い
と

い
け

な
い

の
で

し
ょ

う
か

。
そ

れ
と

も
月

の
平

均
で

よ
い

の
で

し
ょ

う
か

。

送
迎

加
算

自
体

が
「

原
則

と
し

て
、

当
該

月
に

お
い

て
、

１
回

の
送

迎
に

つ
き

、
平

均
1
0
 人

以
上

の
利

用
者

が
利

用

し
」

と
な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
当

該
月

の
平

均
で

区
分

５
若

し
く

は
区

分
６

に
該

当
す

る
者

又
は

こ
れ

に
準

ず
る

者

が
利

用
者

の
合

計
数

の
1
0
0
 分

の
6
0
 以

上
で

あ
れ

ば
算

定
で

き
ま

す
。

1
2

生
活

介
護

送
迎

加
算

（
重

度
）

生
活

介
護

の
送

迎
加

算
（

重
度

）
に

お
い

て
は

、
区

分
５

若
し

く
は

区
分

６
に

該
当

す
る

者
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
者

が
利

用
者

の
数

の
合

計
数

の
1
0
0
 分

の
6
0
 以

上
で

あ
る

こ
と

が

要
件

と
な

り
ま

す
が

、
こ

こ
で

い
う

利
用

者
の

数
と

は
「

事
業

所
の

利
用

者
の

数
」

と

「
送

迎
を

利
用

す
る

利
用

者
数

の
数

」
の

い
ず

れ
に

な
り

ま
す

で
し

ょ
う

か
。

「
送

迎
を

利
用

す
る

利
用

者
数

の
数

」
と

な
り

ま
す

。

1
3

生
活

介
護

（
共

生
型

）
開

所
時

間
減

算

運
営

規
程

に
定

め
る

営
業

時
間

が
６

時
間

未
満

で
あ

る
場

合
は

減
算

と
な

り
ま

す
が

、
こ

の
「

営
業

時
間

」
と

は
運

営
規

程
に

お
け

る
『

営
業

時
間

』
と

『
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
』

の
ど

ち
ら

を
指

す
の

で
し

ょ
う

か
。

開
所

時
間

減
算

に
お

け
る

「
営

業
時

間
」

は
運

営
規

程
に

お
け

る
『

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

』
と

な
り

ま
す

。
な

お
、

こ

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
に

は
、

送
迎

の
み

を
実

施
す

る
時

間
を

含
ま

れ
ま

せ
ん

。

1
4

生
活

介
護

障
害

児
通

所
延

長
支

援
加

算
延

長
支

援
の

時
間

帯
に

、
超

過
（

時
間

外
）

勤
務

職
員

が
対

応
す

る
こ

と
に

よ
り

、
延

長

支
援

加
算

を
算

定
は

可
能

で
し

ょ
う

か
。

算
定

で
き

ま
せ

ん
。

1
5

日
中

系
サ

ー
ビ

ス
食

事
提

供
体

制
加

算
弁

当
の

外
注

を
す

る
こ

と
に

よ
り

、
食

事
提

供
体

制
加

算
の

算
定

は
可

能
で

し
ょ

う
か

。

施
設

外
で

調
理

さ
れ

た
も

の
を

提
供

す
る

場
合

は
、

ク
ッ

ク
チ

ル
、

ク
ッ

ク
フ

リ
ー

ズ
、

真
空

調
理

（
真

空
パ

ッ
ク

）

又
は

ク
ッ

ク
サ

ー
ブ

に
よ

り
提

供
さ

れ
た

も
の

に
限

り
、

食
事

提
供

体
制

加
算

の
算

定
が

可
能

で
す

。

従
っ

て
、

上
記

の
方

法
に

よ
り

提
供

さ
れ

な
い

弁
当

の
外

注
で

は
加

算
の

算
定

は
で

き
ま

せ
ん

。

1
6

就
労

系
サ

ー
ビ

ス
食

事
提

供
体

制
加

算
施

設
外

就
労

に
よ

り
就

労
し

て
い

る
利

用
者

に
つ

い
て

、
食

事
提

供
加

算
の

算
定

は
可

能

で
し

ょ
う

か
。

事
業

所
か

ら
施

設
外

就
労

先
の

企
業

へ
ク

ッ
ク

サ
ー

ブ
で

再
度

提
供

し
た

場
合

、
も

し
く

は
業

者
か

ら
直

接
施

設
外

就

労
先

の
企

業
へ

ク
ッ

ク
サ

ー
ブ

等
で

提
供

さ
れ

た
場

合
は

算
定

は
可

能
で

す
。

ま
た

、
施

設
外

就
労

し
て

い
る

利
用

者
が

、
昼

食
時

の
み

事
業

所
に

戻
り

食
事

し
た

場
合

に
も

算
定

で
き

ま
す

。

（
※

事
業

所
に

戻
っ

て
の

場
合

は
事

業
所

に
お

い
て

食
事

提
供

体
制

加
算

の
要

件
を

満
た

し
て

い
る

場
合

に
限

り
ま

す
。

）

1
7

就
労

継
続

支
援

B

型

目
標

工
賃

達
成

指
導

員
配

置

加
算

目
標

工
賃

達
成

指
導

員
は

、
職

業
指

導
員

や
生

活
支

援
員

と
の

兼
務

は
可

能
で

し
ょ

う

か
。

ま
た

非
常

勤
で

も
可

能
で

し
ょ

う
か

。

兼
務

は
で

き
ま

せ
ん

。

非
常

勤
職

員
と

し
て

配
置

す
る

こ
と

は
可

能
で

す
。

1
8

共
同

生
活

援
助

日
中

支
援

加
算

日
中

活
動

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

て
い

た
が

、
体

調
不

良
で

早
退

し
共

同
生

活
援

助
事

業
所

に
お

い
て

世
話

人
等

を
配

置
し

支
援

し
た

場
合

は
、

日
中

支
援

加
算

の
算

定
は

可
能

で

し
ょ

う
か

。

日
中

活
動

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

早
退

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

日
中

系
サ

ー
ビ

ス
側

が
（

利
用

時
間

が
短

い
な

ど
の

理

由
か

ら
）

基
本

報
酬

を
算

定
し

な
か

っ
た

場
合

は
、

当
該

加
算

と
基

本
報

酬
の

算
定

が
重

複
し

な
い

の
で

算
定

が
可

能

と
な

り
ま

す
。

1
9

施
設

入
所

支
援

入
院

・
外

泊
時

加
算

施
設

入
所

の
利

用
者

が
5
 月

1
 日

か
ら

入
院

し
5
 月

1
3
 日

に
退

院
し

ま
し

た
が

、
事

業
所

に
戻

ら
ず

そ
の

ま
ま

自
宅

に
外

泊
し

て
い

ま
す

。

こ
の

場
合

、
入

院
・

外
泊

時
加

算
の

算
定

は

5
 月

1
 日

 入
院

5
 月

2
 日

～
5
 月

9
 日

 入
院

・
外

泊
時

加
算

（
Ⅰ

）

5
 月

1
0
 日

～
 入

院
・

外
泊

時
加

算
（

Ⅱ
）

と
な

り
ま

す
が

、
5
 月

1
3
 日

以
降

の
算

定
は

①
事

業
所

に
戻

ら
ず

外
泊

と
な

っ
て

い
る

た
め

引
き

続
き

入
院

・
外

泊
時

加
算

（
Ⅱ

）
で

請
求

②
場

所
が

変
わ

っ
た

た
め

日
数

を
一

旦
リ

セ
ッ

ト
し

て
入

院
・

外
泊

時
加

算
（

Ⅰ
）

で
請

求 の
ど

ち
ら

で
し

ょ
う

か
。

①
と

な
り

、
5
 月

1
0
 日

以
降

は
入

院
・

外
泊

時
加

算
（

Ⅱ
）

で
の

請
求

と
な

り
ま

す
。
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2
0

障
害

児
通

所
専

門
的

支
援

実
施

加
算

理
学

療
法

士
等

が
専

門
的

支
援

計
画

の
作

成
を

行
い

、
無

資
格

者
が

当
該

計
画

に
基

づ
い

て
支

援
を

行
っ

た
場

合
に

も
加

算
の

算
定

は
で

き
る

で
し

ょ
う

か
。

で
き

ま
せ

ん
。

支
援

を
行

う
職

員
も

理
学

療
法

士
等

で
あ

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
た

だ
し

、
小

集
団

（
５

名
程

度
ま

で
）

の
組

み
合

わ

せ
（

２
の

小
集

団
ま

で
）

に
よ

る
支

援
を

行
う

場
合

、
ふ

た
つ

め
の

小
集

団
の

支
援

を
理

学
療

法
士

等
で

な
い

職
員

が

担
当

す
る

こ
と

は
可

能
で

す
。

2
1

障
害

児
通

所

児
童

指
導

員
等

加
配

加
算

専
門

的
支

援
体

制
加

算

専
門

的
支

援
実

施
加

算

理
学

療
法

士
等

の
要

件
で

、
「

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

基
準

」
と

し
て

、
国

立
障

害
者

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
セ

ン
タ

ー
の

学
院

に
置

か
れ

る
視

覚
障

害
学

科
の

教
科

を
履

修
し

た
者

又
は

こ
れ

に
準

ず
る

視
覚

障
害

者
の

生
活

訓
練

を
専

門
と

す
る

技
術

者
の

養
成

を
行

う
研

修
を

修
了

し
た

者
に

つ
い

て
、

同
行

援
護

従
業

者
養

成
研

修
応

用
過

程
を

修
了

し
た

者
は

含
ま

れ
る

で
し

ょ
う

か
。

含
ま

れ
ま

せ
ん

。

2
2

障
害

児
通

所
児

童
指

導
員

等
加

配
加

算

専
門

的
支

援
体

制
加

算

「
心

理
担

当
職

員
」

に
つ

い
て

、
大

学
で

心
理

学
の

単
位

を
取

得
し

て
れ

ば
加

算
の

対
象

と
な

る
で

し
ょ

う
か

？

学
校

教
育

法
の

規
定

に
よ

る
大

学
の

学
部

で
、

心
理

学
を

専
修

す
る

学
科

又
は

こ
れ

に
相

当
す

る
課

程
を

修
め

て
卒

業

し
た

者
で

あ
っ

て
、

個
人

及
び

集
団

心
理

療
法

の
技

術
を

有
す

る
も

の
で

あ
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

本
県

で
は

「
臨

床
心

理
士

」
、

「
公

認
心

理
士

」
、

「
学

校
心

理
士

」
、

「
臨

床
発

達
心

理
士

」
に

つ
い

て
の

み
認

め

て
お

り
ま

す
。

2
3

就
労

継
続

支
援

B

型
基

本
報

酬
区

分
年

度
途

中
に

平
均

工
賃

月
額

区
分

を
変

更
す

る
こ

と
は

で
き

る
の

で
し

ょ
う

か
？

で
き

ま
せ

ん
。

な
お

、
年

度
途

中
に

指
定

を
受

け
た

事
業

所
の

取
り

扱
い

に
つ

い
て

は
、

C
.報

酬
-2

7
～

2
9
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。

2
4

障
害

児
通

所
児

童
指

導
員

等
加

配
加

算

（
常

勤
専

従
区

分
）

災
害

、
虐

待
そ

の
他

の
や

む
を

得
な

い
事

情
に

よ
っ

て
定

員
を

超
え

て
利

用
者

を
受

け
入

れ
た

日
に

、
児

童
指

導
員

等
加

配
加

算
（

常
勤

専
従

）
を

算
定

す
る

場
合

、
必

要
な

人
員

配
置

は
ど

の
よ

う
に

な
る

か
。

や
む

を
得

な
い

事
情

に
よ

っ
て

定
員

超
過

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

日
ご

と
に

実
利

用
者

人
数

に
対

し
て

必
要

な
基

準

人
員

を
配

置
し

た
上

で
、

週
ご

と
に

常
勤

専
従

と
な

る
児

童
指

導
員

等
を

加
配

し
て

く
だ

さ
い

。

2
5

障
害

児
通

所
児

童
指

導
員

等
加

配
加

算

（
常

勤
専

従
区

分
）

月
～

土
曜

日
の

週
６

営
業

の
場

合
、

週
６

日
す

べ
て

に
常

勤
専

従
の

加
配

職
員

を
基

準
人

員
に

加
え

て
配

置
す

る
必

要
が

あ
る

か
。

ま
た

、
同

様
に

週
６

営
業

の
場

合
、

週
休

の
関

係
で

加
配

職
員

が
基

準
人

員
に

含
ま

れ
る

日
が

生
じ

る
が

、
そ

の
場

合
は

加
算

の
算

定
が

可
能

か
。

週
６

営
業

の
場

合
に

お
い

て
も

、
常

勤
専

従
と

な
る

児
童

指
導

員
等

が
１

週
間

を
通

じ
て

加
配

さ
れ

て
い

れ
ば

算
定

で

き
る

た
め

、
必

ず
し

も
す

べ
て

の
営

業
日

に
加

配
職

員
が

配
置

さ
れ

て
い

る
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

ま
た

、
加

配
職

員

が
基

準
人

員
に

含
ま

れ
る

場
合

、
そ

の
週

の
各

日
に

お
い

て
加

算
の

算
定

は
で

き
ま

せ
ん

。
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Ｎ
ｏ

該
当
サ
ー
ビ
ス

項
目

質
　
問
　
事
　
項

回
　
　
　
　
　
答

1
全

サ
ー

ビ
ス

常
勤

常
勤

と
は

ど
の

よ
う

な
勤

務
の

形
態

を
い

う
の

で
し

ょ
う

か
。

正
規

職
員

で
あ

れ
ば

常
勤

に

な
る

と
い

う
考

え
で

よ
い

の
で

し
ょ

う
か

。

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

制
度

上
で

の
「

常
勤

」
と

は
正

規
雇

用
・

非
正

規
雇

用
の

区
別

を
指

す
も

の
で

は
あ

り
ま

せ

ん
。

「
常

勤
」

と
は

、
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
に

お
け

る
勤

務
時

間
が

、
「

就
業

規
則

」
等

に
お

い
て

定
め

ら

れ
て

い
る

常
勤

の
従

業
者

が
勤

務
す

べ
き

時
間

数
に

達
し

て
い

る
こ

と
を

い
い

ま
す

。

し
た

が
っ

て
、

非
正

規
雇

用
の

従
業

者
で

あ
っ

て
も

こ
の

時
間

数
に

達
し

て
い

れ
ば

勤
務

形
態

一
覧

表
に

「
常

勤
」

と

し
て

記
載

さ
れ

ま
す

。

※
当

該
法

人
又

は
事

業
所

で
定

め
た

「
就

業
規

則
」

が
根

拠
と

な
り

ま
す

。
従

業
者

が
1
0
 人

未
満

 で
就

業
規

則
の

作

成
義

務
が

な
い

場
合

で
も

、
常

勤
換

算
を

制
度

上
算

定
す

 る
た

め
の

根
拠

と
し

て
必

要
で

あ
る

た
め

、
常

勤
者

の
勤

務

時
間

に
関

す
る

規
則

を
定

め
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

（
最

低
週

3
2
時

間
）

2
全

サ
ー

ビ
ス

超
過

（
時

間
外

）

勤
務

超
過

（
時

間
外

）
勤

務
に

よ
る

勤
務

時
間

は
、

常
勤

換
算

に
含

ま
れ

ま
す

で
し

ょ
う

か
。

含
ま

れ
ま

せ
ん

。

3
全

サ
ー

ビ
ス

常
勤

換
算

常
勤

換
算

の
方

法
を

教
え

て
く

だ
さ

い
。

常
勤

換
算

は
、

対
象

職
員

の
勤

務
時

間
の

総
計

を
※

常
勤

職
員

の
勤

務
す

べ
き

時
間

で
除

す
（

割
る

）
こ

と
に

よ
り

求

め
ら

れ
ま

す
。

（
小

数
点

第
二

位
以

下
を

切
り

捨
て

）

例
）

４
週

１
６

０
時

間
勤

務
の

常
勤

職
員

が
２

名
、

４
週

１
２

０
時

間
勤

務
の

非
常

勤
職

員
が

１
名

の
場

合

　
（

１
６

０
時

間
×

２
名

　
＋

　
１

２
０

時
間

×
１

名
）

　
÷

　
１

６
０

時
間

　
＝

２
．

７
５

　
➡

　
２
．
７

※
祝

日
等

に
よ

り
、

常
勤

の
勤

務
す

べ
き

時
間

数
が

減
少

し
た

月
に

つ
い

て
は

、
そ

の
時

間
数

で
除

す
る

こ
と

に
よ

り

常
勤

換
算

を
行

い
ま

す
。

4
全

サ
ー

ビ
ス

常
勤

の
勤

務
す

べ

き
時

間
数

変
形

労
働

時
間

制
を

採
用

し
て

い
る

場
合

に
、

常
勤

換
算

の
計

算
を

す
る

上
で

の
「

常
勤

の

勤
務

す
べ

き
時

間
数

」
の

考
え

方
を

教
え

て
く

だ
さ

い
。

変
形

労
働

時
間

制
を

採
用

し
て

い
る

場
合

に
つ

い
て

は
、

同
じ

勤
務

条
件

の
常

勤
者

で
あ

っ
て

も
、

シ
フ

ト
に

よ
っ

て

一
定

期
間

の
労

働
時

間
の

合
計

数
が

異
な

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

ま
す

が
、

こ
の

場
合

も
「

勤
務

形
態

一
覧

表
」

を
作

成

す
る

当
該

月
に

お
け

る
労

働
時

間
の

最
も

多
い

人
の

時
間

数
を

常
勤

の
勤

務
す

べ
き

時
間

数
と

し
て

当
該

月
の

常
勤

換

算
の

算
定

に
用

い
る

こ
と

と
し

ま
す

。

例
え

ば
、

変
形

期
間

が
１

か
月

で
、

起
算

日
が

各
月

１
日

と
し

た
場

合
は

、
上

記
の

最
多

の
時

間
数

に
満

た
な

い
者

は

「
非

常
勤

」
と

い
う

扱
い

に
な

る
の

で
注

意
を

し
て

く
だ

さ
い

。

5
全

サ
ー

ビ
ス

兼
務

従
業

者
、

管
理

者
、

サ
ー

ビ
ス

（
児

童
発

達
支

援
）

管
理

責
任

者
及

び
相

談
支

援
専

門
員

に

つ
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

ど
の

よ
う

な
形

態
の

兼
務

が
認

め
ら

れ
る

の
か

教
え

て
く

だ
さ

い
。

集
団

指
導

【
職

員
の

兼
務

に
係

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
】

を
ご

確
認

く
だ

さ
い

。

⑤
人
員
基
準
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6
全

サ
ー

ビ
ス

兼
務

管
理

者
が

従
業

者
と

兼
務

を
認

め
ら

れ
る

場
合

、
勤

務
す

べ
き

時
間

を
教

え
て

く
だ

さ
い

。
管

理
者

の
兼

務
が

認
め

ら
れ

る
場

合
に

お
け

る
前

提
と

し
て

、
管

理
業

務
に

支
障

が
無

い
こ

と
が

求
め

ら
れ

ま
す

の

で
、

管
理

者
と

し
て

、
常

勤
の

勤
務

す
べ

き
時

間
数

の
半

分
以

上
の

時
間

は
勤

務
す

る
こ

と
と

し
て

く
だ

さ
い

。

7
日

中
系

サ
ー

ビ
ス

平
均

利
用

者
数

人
員

基
準

を
計

算
す

る
際

の
平

均
利

用
者

数
の

計
算

方
法

が
わ

か
り

ま
せ

ん
。

当
該

年
度

の
前

年
度

の
利

用
者

延
べ

数
を

開
所

日
数

で
割

っ
た

数
と

な
り

ま
す

。

8
生

活
介

護

障
害

児
通

所
嘱

託
医

生
活

介
護

、
児

童
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
、

児
童

発
達

支
援

（
重

症
心

身
障

害
児

対
象

）
、

及

び
放

課
後

等
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
（

重
症

心
身

障
害

児
対

象
）

に
つ

い
て

は
、

嘱
託

医
の

配
置

が

「
1
人

以
上

」
と

さ
れ

て
い

ま
す

が
、

月
あ

た
り

ど
の

程
度

の
時

間
数

の
配

置
が

必
要

な
の

で

し
ょ

う
か

。

月
に

最
低

1
回

以
上

、
利

用
者

全
員

の
健

康
状

態
の

把
握

等
が

可
能

な
時

間
数

の
配

置
が

必
要

で
す

。

9
生

活
介

護
看

護
職

員

生
活

介
護

に
お

け
る

看
護

職
員

に
つ

い
て

は
、

単
位

ご
と

に
「

１
以

上
」

配
置

し
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
ま

す
が

、
こ

れ
は

常
勤

換
算

方
法

に
よ

り
1
人

以
上

を
配

置
し

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
と

い
う

こ
と

で
し

ょ
う

か
。

日
常

的
な

利
用

者
１

人
１

人
の

健
康

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
が

で
き

る
時

間
数

（
勤

務
形

態
）

の
確

保
が

必
要

で
す

。

詳
細

は
集

団
指

導
【

各
種

サ
ー

ビ
ス

の
人

員
配

置
基

準
に

係
る

留
意

事
項

に
つ

い
て

】
を

ご
確

認
く

だ
さ

い
。

1
0

共
同

生
活

援
助

兼
務

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
が

世
話

人
お

よ
び

生
活

支
援

員
を

兼
務

す
る

こ
と

は
可

能
で

し
ょ

う

か
。

共
同

生
活

援
助

事
業

に
お

け
る

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
に

つ
い

て
は

、
世

話
人

又
は

生
活

支
援

員
の

い
ず

れ
か

の
職

務

と
の

み
兼

務
す

る
こ

と
が

可
能

で
す

。
ま

た
、

入
居

定
員

2
0
人

以
上

の
場

合
は

、
専

従
に

努
め

て
く

だ
さ

い
。

1
1

障
害

者
支

援
施

設

短
期

入
所

必
要

職
員

数
併

設
型

（
空

床
利

用
型

）
短

期
入

所
を

行
う

障
害

者
支

援
施

設
に

お
け

る
、

基
準

上
の

必
要

職
員

数
は

ど
の

よ
う

に
計

算
す

る
の

で
し

ょ
う

か
。

併
設

型
（

空
床

利
用

型
）

短
期

入
所

を
行

う
障

害
者

支
援

施
設

に
お

い
て

は
、

日
中

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
所

と
短

期
入

所

事
業

所
の

平
均

利
用

者
数

を
基

に
必

要
職

員
数

を
計

算
し

ま
す

。

（
例

）
生

活
介

護
＝

定
員

4
0
名

　
施

設
入

所
支

援
＝

定
員

4
0
名

　
短

期
入

所
（

併
設

型
）

＝
定

員
2
名

　
　

　
生

活
介

護
平

均
利

用
者

3
8
.7

名
　

平
均

障
害

支
援

区
分

5
.1

　
短

期
入

所
利

用
者

平
均

1
.2

名

　
　

①
人

員
配

置
体

制
加

算
の

算
定

な
し

　
　

　
➡

必
要

職
員

数
は

「
（

3
8
.7

+
1
.2

）
÷

3
＝

1
3
.3

」

　
　

②
人

配
置

体
制

加
算

（
Ⅱ

）
（

２
：

１
）

を
算

定

　
　

　
➡

必
要

職
員

数
は

「
(3

8
.7

÷
2
)+

(1
.2

÷
3
)＝

1
9
.7

5
　

→
　

1
9
.8

」
※

※
併

設
型

（
空

床
利

用
型

）
短

期
入

所
に

お
け

る
必

要
職

員
数

は
、

本
体

施
設

の
指

定
基

準
又

は
最

低
基

準
に

お
い

て

必
要

と
さ

れ
る

数
で

す
。

そ
の

た
め

②
の

ケ
ー

ス
で

は
、

短
期

入
所

の
利

用
者

か
ら

常
勤

換
算

を
算

出
す

る
場

合
は

加

算
算

定
上

の
人

員
配

置
区

分
の

「
2
:1

」
で

割
る

の
で

は
な

く
、

当
事

業
所

で
必

要
な

最
低

基
準

配
置

と
な

る
「

3
:1

」

で
割

れ
ば

よ
い

の
で

、
1
.2

÷
3
＝

0
.4

そ
の

た
め

、
こ

の
施

設
で

必
要

な
常

勤
換

算
は

双
方

を
合

計
し

た
「

1
9
.3

5
＋

0
.4

＝
1
9
.7

5
 →

 1
9
.8

」
と

な
り

ま
す

。

1
2

共
同

生
活

援
助

(日
中

サ
ー

ビ
ス

支
援

型
を

除
く

）

配
置

時
間

帯
共

同
生

活
援

助
(日

中
サ

ー
ビ

ス
支

援
型

を
除

く
）

の
人

員
配

置
は

ど
の

時
間

帯
に

行
う

べ
き

な
の

で
し

ょ
う

か
。

集
団

指
導

【
職

員
の

兼
務

に
係

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
】

を
ご

確
認

く
だ

さ
い

。
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1
3

同
行

援
護

同
行

援
護

従
業

者

養
成

研
修

従
業

者
の

同
行

援
護

従
業

者
養

成
研

修
に

相
当

す
る

と
認

め
ら

れ
る

研
修

に
は

何
が

あ
る

で

し
ょ

う
か

。

 本
県

に
お

い
て

同
行

援
護

従
業

者
養

成
研

修
（

一
般

課
程

）
に

相
当

す
る

と
認

め
る

研
修

は
以

下
の

と
お

り

▽
本

県
が

指
定

し
た

(旧
名

称
)居

宅
介

護
従

業
者

等
養

成
研

修
事

業
者

が
実

施
し

た
、

次
の

年
度

内
に

修
了

し
た

研
修

・
重

度
視

覚
障

害
者

研
修

課
程

（
平

成
1
2
年

度
～

平
成

1
6
年

度
）

・
視

覚
障

害
者

移
動

介
護

従
業

者
養

成
研

修
課

程
（

平
成

1
6
年

度
～

平
成

2
3
年

度
）

・
視

覚
障

害
者

外
出

介
護

従
業

者
養

成
研

修
課

程
（

平
成

1
9
年

度
～

平
成

2
3
年

度
）

●
 本

県
に

お
い

て
同

行
援

護
従

業
者

養
成

研
修

一
般

課
程

及
び

応
用

課
程

に
相

当
す

る
も

の
と

認
め

る
研

修
は

以
下

の

と
お

り

▽
社

会
福

祉
法

人
日

本
盲

人
会

連
合

が
実

施
し

た
、

次
の

年
度

内
に

修
了

し
た

研
修

・
視

覚
障

害
者

移
動

支
援

事
業

従
事

者
資

質
向

上
研

修
（

平
成

2
0
年

度
～

平
成

2
3
年

度
）

1
4

障
害

児
通

所
・

入

所
児

童
指

導
員

児
童

指
導

員
の

任
用

資
格

に
は

ど
の

よ
う

な
資

格
が

該
当

し
ま

す
で

し
ょ

う
か

。
集

団
指

導
【

児
童

指
導

員
に

つ
い

て
】

を
ご

確
認

く
だ

さ
い

。

1
5

障
害

児
通

所
・

入

所

児
童

発
達

支
援

管

理
責

任
者

児
童

発
達

支
援

管
理

責
任

者
の

実
務

要
件

に
加

え
ら

れ
た

「
老

人
居

宅
介

護
等

事
業

（
介

護

保
険

法
）

の
従

事
期

間
を

除
い

た
３

年
以

上
」

に
、

老
人

居
宅

介
護

等
事

業
に

お
け

る
障

害

を
有

す
る

高
齢

者
等

の
支

援
は

、
障

害
者

へ
の

直
接

支
援

の
実

務
経

験
と

し
て

評
価

・
算

入

で
き

る
で

し
ょ

う
か

。

算
入

で
き

ま
せ

ん
。

1
6

障
害

児
通

所
利

用
者

な
し

サ
ー

ビ
ス

提
供

日
に

利
用

者
が

０
人

の
場

合
に

お
い

て
も

、
職

員
の

配
置

は
必

要
で

し
ょ

う

か
。

利
用

者
が

０
人

の
場

合
も

基
準

上
必

要
な

常
勤

職
員

（
管

理
者

、
児

発
管

、
児

童
指

導
員

等
（

1
名

以
上

）
）

の
配

置

は
必

要
で

す
。

1
7

障
害

児
通

所
重

心
対

象

主
と

し
て

重
症

心
身

障
害

児
を

対
象

と
す

る
場

合
は

、
嘱

託
医

、
看

護
職

員
、

児
童

指
導

員

ま
た

は
保

育
士

、
機

能
訓

練
担

当
職

員
が

そ
れ

ぞ
れ

１
以

上
必

要
で

す
が

、
1
以

上
と

は
常

勤

換
算

で
1
以

上
必

要
な

の
で

し
ょ

う
か

。

常
勤

換
算

で
1
以

上
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。

嘱
託

医
及

び
機

能
訓

練
担

当
職

員
を

除
く

左
記

の
職

種
に

つ
い

て
は

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
を

通
じ

て
1
名

以
上

の
配

置
が

必
要

に
な

り
ま

す
。

※
嘱

託
医

は
月

に
1
回

以
上

利
用

者
全

員
の

健
康

状
態

の
把

握
等

が
可

能
な

時
間

数
が

最
低

限
必

要
で

す
。

※
機

能
訓

練
担

当
職

員
は

機
能

訓
練

を
行

う
時

間
帯

に
配

置
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

機
能

訓
練

を
行

わ
な

い
時

間
帯

に

限
り

置
か

な
い

こ
と

が
で

き
ま

す
が

、
配

置
は

必
ず

必
要

で
す

。

1
8

障
害

児
通

所
重

心
対

象
主

と
し

て
重

症
心

身
障

害
児

を
対

象
と

す
る

場
合

の
、

機
能

訓
練

担
当

職
員

に
は

、
「

看
護

師
」

は
含

ま
れ

る
で

し
ょ

う
か

。

含
ま

れ
ま

す
。

※
な

お
重

心
で

な
い

障
害

児
に

対
し

て
機

能
訓

練
を

行
う

場
合

は
、

「
看

護
師

」
は

含
ま

れ
ま

せ
ん

。
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Ｎ
ｏ

該
当
サ
ー
ビ
ス

項
目

質
　
問
　
事
　
項

回
　
　
　
　
　
答

1
全

サ
ー

ビ
ス

キ
ャ

ン
セ

ル
料

利
用

者
が

急
に

利
用

を
キ

ャ
ン

セ
ル

し
た

場
合

に
、

キ
ャ

ン
セ

ル
料

を
設

定
し

、
徴

収
す

る

こ
と

は
で

き
る

の
で

し
ょ

う
か

。

利
用

を
キ

ャ
ン

セ
ル

し
た

こ
と

に
よ

っ
て

得
ら

れ
な

か
っ

た
利

用
料

に
対

し
て

の
キ

ャ
ン

セ
ル

料
の

徴
収

は
で

き
ま

せ

ん
。

た
だ

し
、

キ
ャ

ン
セ

ル
に

よ
っ

て
発

生
し

た
材

料
費

、
弁

当
費

な
ど

の
損

失
に

対
す

る
実

費
の

徴
収

に
つ

い
て

は
、

事
前

に
利

用
者

と
協

議
を

行
い

、
同

意
を

得
て

い
る

の
で

あ
れ

ば
可

能
で

す
。

2
全

サ
ー

ビ
ス

勤
務

表
勤

務
表

に
つ

い
て

は
、

県
の

指
定

の
様

式
を

使
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

の
で

し
ょ

う
か

。

ま
た

、
毎

月
作

成
は

必
要

で
し

ょ
う

か
。

事
業

所
で

用
意

し
た

様
式

を
、

使
用

し
て

い
た

だ
い

て
も

構
い

ま
せ

ん
。

た
だ

し
、

基
準

で
は

「
事

業
所

ご
と

に
月

ご
と

の
勤

務
表

を
作

成
し

、
従

業
者

に
つ

い
て

は
、

日
々

の
勤

務
時

間
、

職
務

の
内

容
、

常
勤

非
常

勤
の

別
、

兼
務

関
係

等
を

明
確

に
す

る
こ

と
」

さ
れ

て
お

り
ま

す
の

で
、

各
自

で
用

意
し

た
様

式
を

使
う

場
合

で
も

、
必

要
事

項
を

盛
り

込
ん

だ
勤

務
表

を
毎

月
作

成
し

て
く

だ
さ

い
。

3
日

中
系

サ
ー

ビ
ス

定
員

定
員

を
超

え
て

利
用

者
を

受
け

入
れ

る
こ

と
は

可
能

で
し

ょ
う

か
。

で
き

ま
せ

ん
。

た
だ

し
、

災
害

、
虐

待
、

そ
の

他
※

や
む

を
え

な
い

事
情

が
あ

る
場

合
を

除
き

ま
す

。

※
や

む
を

え
な

い
事

情
に

つ
い

て
は

、
事

業
所

の
自

己
判

断
で

は
認

め
ら

れ
ま

せ
ん

の
で

、
事

前
に

市
町

村
に

確
認

を

し
て

く
だ

さ
い

。

4
障

害
児

通
所

重
症

心
身

障
害

児

主
と

し
て

重
症

心
身

障
害

児
以

外
を

受
け

入
れ

る
と

し
て

、
重

症
心

身
障

害
児

を
受

け
入

れ

る
届

出
を

し
て

い
な

い
事

業
所

に
お

い
て

重
症

心
身

障
害

児
を

受
け

入
れ

る
こ

と
は

で
き

る

の
で

し
ょ

う
か

。

可
能

で
す

。

た
だ

し
、

嘱
託

医
、

看
護

職
員

、
児

童
指

導
員

（
ま

た
は

保
育

士
）

、
機

能
訓

練
担

当
職

員
の

1
以

上
の

配
置

を
し

、
そ

の
旨

の
届

出
を

お
こ

な
っ

て
い

な
い

場
合

は
、

重
症

心
身

障
害

児
で

は
な

い
障

害
児

を
受

け
入

れ
た

場
合

の
単

位
数

で

の
算

定
と

な
り

ま
す

。

5
障

害
児

通
所

運
営

規
程

障
害

児
通

所
支

援
事

業
に

つ
い

て
、

送
迎

費
用

の
徴

収
は

可
能

で
し

ょ
う

か
。

厚
生

労
働

省
よ

り
「

障
害

児
通

所
支

援
事

業
に

お
い

て
は

、
送

迎
加

算
以

外
の

実
費

徴
収

が
規

定
さ

れ
て

い
な

い
た

め
、

徴
収

は
認

め
ら

れ
な

い
。

」
旨

の
説

明
が

あ
り

ま
し

た
。

本
県

に
お

い
て

も
、

令
和

４
年

１
月

サ
ー

ビ
ス

提
供

分
か

ら
「

送
迎

加
算

以
外

の
実

費
徴

収
」

を
認

め
な

い
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。

6
全

サ
ー

ビ
ス

個
別

支
援

計
画

利
用

契
約

日
よ

り
前

に
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

実
施

し
、

個
別

支
援

計
画

を
作

成
す

る
こ

と
は

可

能
で

し
ょ

う
か

。

で
き

ま
せ

ん
。

 利
用

契
約

の
締

結
→

ア
セ

ス
メ

ン
ト

→
個

別
支

援
計

画
の

作
成

→
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

一
連

の
流

れ
を

適

切
に

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

な
お

、
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

及
び

児
童

発
達

支
援

管
理

責
任

者
は

、
必

要
に

応
じ

て
相

談
支

援
事

業
者

に
よ

る
サ

ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
の

作
成

に
関

わ
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

7
障

害
児

通
所

運
営

規
程

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

に
つ

い
て

、
○

○
市

の
一

部
と

し
て

も
問

題
な

い
で

し
ょ

う
か

。

基
準

省
令

第
3
7
条

第
６

項
の

解
釈

通
知

に
「

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

は
客

観
的

に
そ

の
区

域
が

特
定

さ
れ

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
」

と
記

載
さ

れ
て

い
ま

す
。

○
○

市
の

一
部

と
い

う
書

き
方

で
は

、
市

の
ど

の
区

域
が

該
当

す
る

の
か

客
観

的
に

読
み

取
る

こ
と

が
で

き
ま

せ
ん

。

事
業

所
の

実
施

す
る

サ
ー

ビ
ス

（
送

迎
サ

ー
ビ

ス
含

む
）

を
確

実
に

実
施

で
き

る
区

域
（

例
：

○
○

市
□

□
町

、
○

○

市
（

△
△

小
学

校
学

区
の

み
）

な
ど

）
を

ご
記

載
く

だ
さ

い
。

⑥
運
営
基
準
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Ｎ
ｏ

該
当
サ
ー
ビ
ス

項
目

質
　
問
　
事
　
項

回
　
　
　
　
　
答

1
設

備
基

準
日

中
系

サ
ー

ビ
ス

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

訓
練

・
作

業
室

や
障

害
児

通
所

支
援

事
業

の
発

達
支

援
室

等
に

つ
い

て
、

必
要

面
積

の
基

準
は

あ
る

の
で

し
ょ

う
か

。

基
準

省
令

に
お

い
て

訓
練

・
作

業
室

は
「

訓
練

等
で

作
業

に
支

障
が

な
い

広
さ

を
有

す
る

こ
と

」
と

あ
り

、
明

確

に
広

さ
の

規
定

が
あ

り
ま

せ
ん

が
、

愛
知

県
で

指
定

を
受

け
る

に
は

下
記

の
要

件
を

満
た

す
必

要
が

あ
り

ま
す

。

・
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
（

日
中

系
サ

ー
ビ

ス
）

に
つ

い
て

は
「

定
員

１
人

当
た

り
２

㎡
以

上
」

の
訓

練
・

作

業
室

及
び

多
目

的
室

を
そ

れ
ぞ

れ
求

め
て

い
ま

す
。

た
と

え
ば

定
員

２
０

人
の

事
業

所
の

場
合

、
訓

練
・

作
業

室

と
多

目
的

室
で

４
０

㎡
ず

つ
（

合
計

８
０

㎡
）

必
要

と
な

り
ま

す
。

・
障

害
児

通
所

支
援

事
業

の
指

導
訓

練
室

に
つ

い
て

も
、

基
準

省
令

に
お

い
て

明
確

に
広

さ
の

規
定

が
あ

り
ま

せ

ん
（

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

を
除

く
）

が
、

「
定

員
1
人

当
た

り
３

㎡
以

上
」

の
発

達
支

援
室

を
求

め
て

い
ま

す
。

必
要

面
積

は
内

寸
で

確
保

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
の

で
、

図
面

上
に

そ
の

寸
法

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

・
相

談
室

・
事

務
室

に
つ

い
て

は
面

積
の

基
準

は
あ

り
ま

せ
ん

が
、

相
談

室
は

机
と

４
人

分
の

椅
子

が
設

置
で

き

る
広

さ
、

事
務

室
は

業
務

に
支

障
の

な
い

広
さ

の
確

保
は

必
要

で
す

。

2
障

害
児

通
所

多
機

能
型

児
童

発
達

支
援

と
放

課
後

等
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
を

多
機

能
型

事
業

所
と

し
て

指
定

を
受

け
る

場
合

に
、

発
達

支
援

室
の

共
有

は
可

能
で

し
ょ

う
か

。

以
下

の
①

、
②

の
ケ

ー
ス

に
よ

り
異

な
り

ま
す

。

①
児

童
発

達
支

援
と

放
課

後
等

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
が

重
複

し
な

い
場

合

⇒
発

達
支

援
室

の
共

用
は

可
能

で
す

。

た
だ

し
１

日
を

通
し

て
受

け
入

れ
ら

れ
る

利
用

者
の

人
数

は
、

運
営

規
程

に
定

め
て

い
る

定
員

数
が

上
限

と
な

り

ま
す

。

②
児

童
発

達
支

援
と

放
課

後
等

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
が

重
複

す
る

場
合

⇒
共

用
は

で
き

ま
せ

ん
。

そ
れ

ぞ
れ

の
定

員
に

応
じ

た
発

達
支

援
室

を
設

置
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

（
※

②
の

ケ
ー

ス
の

場
合

は
部

屋
と

し
て

そ
れ

ぞ
れ

壁
な

ど
で

区
分

け
さ

れ
て

い
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

）

3
設

備
基

準
障

害
児

通
所

支
援

事
業

発
達

支
援

室
は

複
数

に
分

か
れ

て
い

て
も

問
題

な
い

で
し

ょ
う

か
。

発
達

支
援

室
が

複
数

の
居

室
に

分
か

れ
て

い
る

場
合

、
目

が
届

か
な

い
空

間
や

時
間

が
生

じ
る

恐
れ

が
あ

る
た

め
、

基
本

的
に

は
一

つ
の

空
間

で
支

援
を

行
う

体
制

を
整

え
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

⑦
設
備
基
準
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4
設

備
基

準

訪
問

系
サ

ー
ビ

ス
・

通
所

系
サ

ー

ビ
ス

同
一

敷
地

内
で

訪
問

系
サ

ー
ビ

ス
と

通
所

系
サ

ー
ビ

ス
を

実
施

す
る

場
合

、
洗

面
所

及
び

便
所

の

共
有

は
認

め
ら

れ
る

か
。

基
準

省
令

第
８

条
、

解
釈

通
知

第
三

の
２

に
お

い
て

、
設

備
及

び
備

品
等

に
つ

い
て

は
、

運
営

に
支

障
が

な
い

場

合
に

は
、

他
の

事
業

と
共

有
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

さ
れ

て
い

る
一

方
で

手
指

を
洗

浄
す

る
た

め
の

設
備

等
の

感

染
症

予
防

に
必

要
な

設
備

等
に

つ
い

て
は

、
特

別
の

配
慮

が
必

要
な

こ
と

も
同

時
に

記
載

さ
れ

て
い

ま
す

。
 他

の

事
業

の
利

用
者

と
同

じ
設

備
を

使
用

す
る

と
、

施
設

内
に

お
い

て
感

染
が

広
が

る
可

能
性

が
高

く
な

り
、

新
型

コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
等

に
対

す
る

感
染

防
止

対
策

が
重

要
視

さ
れ

て
い

る
現

状
に

お
い

て
適

切
で

は
な

い
と

考

え
ら

れ
る

た
め

、
洗

面
所

及
び

便
所

に
つ

い
て

は
、

他
の

社
会

福
祉

事
業

の
利

用
者

が
使

用
す

る
も

の
と

は
別

に
、

訪
問

系
サ

ー
ビ

ス
専

用
の

も
の

を
用

意
し

て
く

だ
さ

い
。
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